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第１章から第10章までの基準は、消防法（昭和23年法律第186号）第17条、同法施行令（昭和

36年政令第37号。以下「令」という。）及び同法施行規則（昭和36年自治省令第６号。以下「規

則」という。）並びに大阪市火災予防条例（昭和37年大阪市条例第14号。以下「条例」という。）

の規定により設置する消防用設備等について、第11章及び第12章の基準は、条例第３条の４、

条例第９条の２の２、第12条、第12条の２、第13条及び第14条に規定する火炎伝走防止装置及

び電気設備の位置、構造及び管理について、第13章の基準は、令第13条、規則第６条及び条例

第41条の規定により電気設備及び火気使用設備に設置する消火設備について、運用上必要な事

項を示すことを目的とする。 
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凡   例 

無印：法令基準 

   消防法、消防法施行令、消防法施行規則及びこれらに基づく消防庁長官告示並びに

大阪市火災予防条例により規定されている消防用設備等の設置及び維持に関する技

術上の基準並びに電気設備等の位置、構造及び管理の基準（消防庁予防課長通知等で

示されている法令解釈基準を含む。） 

◆ ：行政手続法上の行政指導に該当する事項（行政指導基準） 

   本市における地域特性、設置実績、災害発生状況等の実績に鑑み、上記法令基準以

外の基準について、防火安全性の向上を図ることを目的として定めた行政指導基準 

 


